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【
皐
月(

さ
つ
き)

の
暦
】

旧
暦
で
は
、和
風
月
名（
わ
ふ
う
げ
つ
め
い
）と

呼
ば
れ
る
月
呼
び
名
を
使
用
し
て
い
ま
し
た
。旧

暦
の
季
節
や
行
事
に
合
わ
せ
た
も
の
で
、現
在
の

季
節
感
と
比
べ
る
と
若
干
の
ず
れ
が
あ
り
ま
す
。

五
月
の
和
風
月
名
は「
皐
月（
さ
つ
き
）」で
す
。

早
月(

さ
つ
き
）と
も
言
い
、早
苗（
さ
な
え
）を

植
え
る
頃
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
と
も

言
わ
れ
て
い
ま
す（
諸
説
あ
り
ま
す
）。

【
二
十
四
節
気
】

五
日:

立
夏（
り
っ
か
）

夏
が
は
じ
ま
る
頃
。

爽
や
か
な
青
空
に
、木
々
の
緑
も

鮮
や
か
で
す
。一
年
の
う
ち
で

最
も
過
ご
し
や
す
い
季
節
で
す
。

二
十
一
日:

小
満（
し
ょ
う
ま
ん
）

あ
ら
ゆ
る
生
命
が
満
ち
て
い
く
頃
。

生
き
物
た
ち
が
太
陽
の
光
を
浴
び

て
す
く
す
く
と
成
長
し
ま
す
。

【
皐
月(

さ
つ
き)

の
旬
】

鯛

穴子

ホタルイカ

ホ
タ
ル
イ
カ
、イ
サ
キ

穴
子
、鯛
、飛
魚
、桜
海
老

青
柳
、鳥
貝

ト
コ
ブ
シ
、春
海
苔

魚
介
類

：

筍

空豆

筍
、三
つ
葉
、レ
タ
ス

ク
レ
ソ
ン
、サ
ヤ
エ
ン
ド
ウ

胡
瓜
、空
豆
、大
蒜

野
菜
類

：

ライチ

枇杷
（びわ）

さ
く
ら
ん
ぼ
、枇
杷（
び
わ
）

メ
ロ
ン
、オ
レ
ン
ジ

ラ
イ
チ

果
実
類

：

【
皐
月(

さ
つ
き)

の
色
々
】

国
税
関
係
の
納
付
期
限

・
所
得
税
の
延
納
税
額
の
最
終
納
付

  

（
三
十
一
日
ま
で
）

地
方
税
関
係
の
納
付
期
限

・
自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
の
納
付

来
月
は
「
普
通
徴
収
に
よ
る
個
人
住
民
税
第
一
期

分
の
納
付
」
の
納
付

今
月
の
祝
祭
日

三
日

：

憲
法
記
念
日

四
日

：

み
ど
り
の
日

五
日

：

こ
ど
も
の
日

ベ
ス
ト
ク
ル
ー
の「
か
わ
ら
版
」、第
二
号
で
す
。

気
候
も
良
く
、過
ご
し
や
す
い
季
節
に
な
り
ま
し
た
ね
。

旬
の
ア
サ
リ
を
使
っ
た「
深
川
飯
」を
食
べ
ま
し
た
。

五
月
に
な
っ
て「
筍
の
炊
き
込
み
ご
飯
」が
楽
し
み
で
す
。

旬
の
食
材
は
や
っ
ぱ
り
美
味
し
い
で
す
ね
！

今
月
は
自
動
車
税
の
納
付
が
あ
り
ま
す
。

自
家
用
車
を
お
持
ち
の
皆
様
、お
忘
れ
な
き
よ
う
！

【
編
集
後
記
】


